
令和８年度国際交流員派遣事業について 

 

 熊本県国際課    

第１ 目的 

  熊本県では、民間における異文化交流を進めるため、民間団体等に対し、県

で任用している国際交流員（以下「ＣＩＲ」という）を派遣します。 

 

第２ 対象 

民間団体、事業所、学校等（以下「団体等」という）が実施する異文化交流

会等。 

 

第３ 派遣の手続き 

１ 申請 

団体等は、申込書（第１号様式）により、原則行事の２週間前までに、当

課あてにお申し込みください。 

２ 派遣の決定 

 当課は、派遣するＣＩＲを決定し、団体等に通知します。 

３ 講師に対する依頼等 

 団体等は、通知を受けた後、当該ＣＩＲに対して派遣に当たり必要な事項

（日時、交通手段、活動内容、準備する物等）を直接連絡してください。 

 

第４ 派遣に係る経費の負担等 

１ 謝金は不要です。 

２ 団体等は、ＣＩＲの交通手段の確保に努めてください。 

  なお、交通手段が確保できない場合には、旅費について計算し、交通費実

費相当を行事の当日に支払ってください。 

    

第５ 報告書の提出 

   行事の実施後には、報告書（第２号様式）を作成し、提出してください。 

 

第６ その他 

ＣＩＲについては、当課ホームページで紹介しています。 

ご参照ください。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/70/135884.html  

   

＜連絡先＞ 

熊本県国際課 

TEL 096-333-2159 FAX 096-383-0880 

E-mail kokusai@pref.kumamoto.lg.jp  

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/70/135884.html

